
 

 

平成 29 年 第６回 三朝町教育委員会 臨時会 日程 

と き：平成 29 年 10 月 13 日（金）午前９時 30 分 

ところ：三朝町役場 委員会室 

 

１ 開 会 

 

２ 前回議事録承認 

 

３ 議事録署名委員指名 

 

４ 報告事項 

中学校新人戦について 

外国語試験を活用した英語力向上事業について 

 

 

５ 議 事 

議案第 33号 指定学校の変更について 

  

  

６ 協議事項 

新小学校立上げ検討事項について 

 

 

７ その他 

 

 

８ 閉 会 

 

次回定例会：平成２９年１０月２３日（月） １３：３０～ 



平成 29 年度中部新人大会結果（29/10/6・7・8） 
三朝町立三朝中学校 

 

バレー【３位入賞】 

 予選リーグ 対東郷 ２－０ 勝 

 対東伯 ０－２ 負  

１勝１敗 ２位通過 

決勝トーナメント １回戦 対倉東 ２－０ 勝 

準決勝 対大栄 ０－２ 負 

 

サッカー【優勝】 

予選リーグ 対東伯 ２－０ 勝 

 対倉東 ２－０ 勝 

予選リーグ 1位(２勝)で決勝トーナメントへ 

決勝トーナメント 準決勝 対北条 ２－０ 勝 

          決勝  対倉西 ２－１ 勝 

 

卓球男子 

団体（予選敗退） 

予選リーグ団体 対久米 ０－３ 負 

         対赤崎 ０－３ 負 

個人戦（上位進出なし） 

 

卓球女子 

団体（予選敗退） 

予選リーグ団体 対北条 ０－３ 負 

対東郷 ０－３ 負 

対大栄 ０－３ 負 

個人戦 

１年の部 【ベスト８ 山﨑みゆき】 

  

バスケ男子（予選敗退） 

トーナメント １回戦 対東郷 ８３－２９  勝 

２回戦 対北溟 １８－１０５ 負 

北ブロック３位決定戦 対赤崎 ４３－９２  負 

 

バスケ女子（県大会出場ならず） 

トーナメント １回戦 対大栄・北条 ５７－４１ 勝 

２回戦 対北溟    ４２－６９ 負 

北ブロック３位決定戦 対赤崎    ７８－２１ 勝 

北ブロック３位 

県代表決定戦     対河北    ４５－４９ 負 
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テニス 

 団体【準優勝】 

 ２回戦 対北溟 ３－０ 勝 

    準優勝 対北条 ２－０ 勝 

    決勝  対倉東 １－２ 負 

個人戦 【青木 咲・田村梨央ペア 優 勝】 

【中松凛乙・明津桜空ペア 準優勝】 

【相澤咲希・米田綾花ペア ３ 位】 

【藤原すず・山田天羅ペア ベスト８】 

 

野球【準優勝】 

トーナメント １回戦 対北条・東伯 １ⅹ－０ 勝 

        準決勝 対赤崎    ２ⅹ－１ 勝（延長タイブレーク） 

        決勝  対倉東    ０ －７ 負（５回コールド） 

 

剣道団 

体予選リーグ（予選敗退） 

対東伯 ０－３ 負 

対倉西 １－３ 負 

対河北 １－３ 負 

予選リーグ(３敗)敗退   

個人 

【ベスト８ 岩家直志】  

 

バドミントン 

個人 

【シングルス優勝 田栗拓海】 

 

 

 

県新人戦 
陸上（県新人戦 29/9/16・17） 

男子２年１１０Ｍハードル 【４位 枡本楓生】 

男子１年１００Ｍハードル 【６位 矢本聖一朗】 

  

ソフトテニス（県新人戦 29/10/8） 

団体【３位入賞】 

 １回戦   対鳥取大学付属 ３－０ 勝 

準々決勝 対福部     ２－１ 勝 

準決勝  対溝口     １－２ 負 
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議案第 33号 

 

   指定学校の変更について 

 

 次のとおり指定学校の変更について、三朝町指定学校変更に関する取扱要綱（平成 19 年

教委告辞第７号）第３条による指定学校変更申請が提出されましたので、本委員会の承認を

求める。 

 

  平成 29 年 10 月 13 日提出 

 

三朝町教育委員会教育長  西 田 寛 司 

 

 

別紙のとおり 

 

 

≪参考≫ 

○三朝町指定学校変更に関する取扱要綱 

（変更の基準） 

第２条 教育委員会が、保護者の申請により就学予定者又は学齢児童の指定学校を変更する基準は

別表のとおりとする。 

（変更の決定） 

第４条 教育委員会は、前条の申請があったときは当該申請について審査し、第２条に規定する変

更の基準のいずれかに該当し、かつ教育上適当と認められるときは、指定学校を変更することができ

る。 

別表（第２条、第３条関係）（指定学校変更基準） 
区分 要件 添付書類 期間 

居

住

理

由 

在学中の転居 学年の途中で転居し、転居前の指定学校

への就学を引続き希望するとき 

  学期末、学年末又

は卒業まで 

転居予定 新築等により転居が確定している場合

で、転居予定地の指定学校への就学を希

望するとき 

建築確認書、建築請負契

約書、賃貸借契約書等 

転居日まで 

身

体

的

理

由 

身体的理由 病弱・虚弱・肢体不自由等の身体的理由に

より、希望する学校の方が通院、通学等に

おいて利便性・安全性の面から児童の負

担が軽減されると認められるとき 

医師の診断書 必要と認める期間 

教

育

的

配

慮 

いじめ等 いじめ・不登校等特別な事情のため、指定

学校以外の学校への就学が児童にとって

好ましいと認められるとき 

学校長の意見書 必要と認める期間 

兄弟姉妹関係 指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と

同じ学校に通学することが必要であると

認められるとき 

  理由解消までの期

間 

家

庭

理

由 

家庭事情 両親共働き・父子家庭・母子家庭のため、

下校後預かり先のある校区の学校を希望

するとき 

  理由解消までの期

間 

社会的配慮 借金の取立てからの逃避や家庭不和等特

別な理由があるとき 

学校長の意見書 理由解消までの期

間 

そ

の

他 

  その他やむを得ない事情があると認めら

れるとき 

学校長の意見書 必要と認める期間 
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協議事項 

 

   新小学校立上げ検討事項について 

 

 新小学校立上げ検討事項について、本委員会の意見を求める。 

 

 

 

別紙のとおり 
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